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　保証について
お買い上げいただいたお車には、故障した時に無料で修理が受けられる
「保証」がついております。この保証は、「保証書」に登録されているお客
さまに対して、そのお車が保証期間内であり、かつ、正常なご使用状態で
あるにもかかわらず、弊社の責任による不具合が発生した場合に、無料で
修理すること（以下、保証修理という。）をお約束するものです。
「保証書」には、その範囲や条件が記載されておりますので、必ずお読み
ください。

また、お車のご使用にあたっては次のことをお守りください。

●日常点検整備の実施と、その記録の保存。
●法で定められた定期点検、および日産が指定する点検整備の
実施と、その記録の保存。
●お車に付けられている取扱説明書に記載されている正しい取
り扱い。
●本書、および取扱説明書に記載された定期交換部品の定期的
な交換。
●本書（メンテナンスノート）の常時携行。

法で定められた定期点検、日常点検整備、および日産が指定する点検整備を実
施しなかったことに起因する不具合は保証修理いたしません。

１
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フリガナ

お名前 様

ご住所 〒

保証期間 年　　  月　　  日 ～ 　　　　  年　　  月　　  日

年　　  月　　  日 ～ 　　　　  年　　  月　　  日保証期間
※ワイド保証プレミアムの保証修理限度額は車両本体の80％まで

保証料 円（税込）

円（税抜）保証対象車両本体価格
初度登録 年　　 月

年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日

年　　　月　　　日

登録日
メーカー
車台番号
型式

次回車検日
納車日
車名
登録番号
排気量 cc

km

不具合が発生した場合は、まず弊社にご一報ください

担当者

納車時走行距離

km

TEL

スピードメーター交換日
交換時走行距離

■ワイド保証（またはワイド保証ライト）

■ワイド保証プレミアム

■車両情報

■販売会社

印

■特記事項
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1．保証の内容
弊社は表記のお客さまに対して、対象車両の製造会社、日産モータースポ
ーツ＆カスタマイズ株式会社または対象車両の製造会社が指定する販売
会社もしくはサービス工場が表記自動車に組み付けた部品（タイヤ、チ
ューブ等を除きます。）に、材料上または製造上の不具合が発生した場合
に、本保証書に示す保証期間と条件にしたがって無料で部品の交換また
は補修を行うこと（以下「保証修理」といいます。）をお約束いたします。
なお、修理のために取り外した部品は弊社の所有になります。
＜補足説明＞
タイヤ、チューブ自体の不具合およびそれに起因する自動車本体の不具合は保証修
理の対象外となりますが、自動車への組み付け上の不具合は保証修理の対象となり
ますので、詳しくは日産販売会社または日産指定サービス工場にお尋ねください。
また、保証の対象となるのは対象車両の製造会社、日産モータースポーツ＆カスタ
マイズ株式会社または対象車両の製造会社が指定する販売会社もしくはサービス工
場が取り付けた部品（架装、補修、改造等がされた部品を含みます。）であり、それ
ら以外の者によって取り付けられた部品（架装、補修、改造等がされた部品を含み
ます。）は保証の対象となりません。
なお、メーカー保証や各種オプション部品への保証などその他の保証が有効な場合
はそれらが本保証に優先して適用されます。また、保証修理は保証修理を行う日産
販売会社または日産指定サービス工場が相当と判断した方法で行います。保証修理
の内容によってはお時間をいただく場合がございますのであらかじめご了承くださ
い。

2．保証修理の受け方
保証修理をお受けになる場合は、日産販売会社または日産指定サービス
工場に自動車をお持ちいただき、本保証書およびメンテナンスノートを
ご提示のうえ保証修理をお申しつけください。本保証書およびメンテナ
ンスノートを提示されない場合は保証修理ができない場合があります。
＜補足説明＞
保証修理はお買い上げになった日産販売会社だけでなく、全国の日産販売会社また
は日産指定サービス工場でお受けしますので、転居された場合などでも最寄りの日
産販売会社または日産指定サービス工場にお気軽にご相談ください。
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3．お客さまにお守りいただく事項
お客さまのお車が、メンテナンスノートに記載されている点検整備がさ
れており、取扱説明書にしたがった正しい取扱いがなされた自動車であ
る場合に保証いたします。したがって、次の事項を必ずお守りいただく
ようお願いいたします。守られていない場合は保証修理をお断りするこ
とがあります。
①法で定められた日常点検、定期点検整備、中古車1か月または1,000km点検
および日産が指定する点検整備の実施
②取扱説明書にしたがった正しい取扱い
③定期交換部品の指定どおりの交換
④定期点検整備の実施が証明できるメンテナンスノート（およびその他の定期
点検整備記録簿）の常時携行

4．保証期間
保証対象部品 保証期間

一般保
証部品

下記を除く全部品
・特別保証部品
・消耗部品・油脂類 
・ボディ内・外装部品
・タイヤ、チューブ、ホイル、ホイルキャップ
・ 対象車両の製造会社、日産モータースポ
ーツ＆カスタマイズ株式会社または対象
車両の製造会社が指定する販売会社もし
くはサービス工場以外の者が表記自動車
に取り付けた部品（架装、補修、改造等
がされた部品を含みます。）

保証書記載の保証満了日まで

特別保
証部品

下記の部品のうち、弊社が指定した部品
・エンジン機構
・排出ガス浄化装置
・動力伝達機構
・サスペンション、アクスル
・ステアリング機構
・電子制御部品
・乗員保護装置

バッテリー
保証 12Vバッテリー

※輸入車除く

納車日から 1年間
ワイド保証ライトは納車日から
3か月間

保証修理時に交換部品として新たに自動車に装着された部品も保証対象となりますが、
その保証期間は前表の区分にしたがい、当初の保証期間満了までとします。
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＜補足説明＞
走る・曲がる・止まる・乗員保護といった重要な機能を果たす部品については、定
期的な点検や保守・整備が必要なものがあります。この特別保証も必要な点検や保
守・整備が適切に行われることを前提としておりますので、メンテナンスノートに
したがって確実なメンテナンスをお願いいたします。

5．保証しない事項
（1）次に示す不具合は、保証修理いたしません。
①法で定められた日常点検、定期点検整備および日産自動車が指定する中古車1
か月または1,000km無料点検を含む点検整備を実施しなかったことに起因す
る不具合
＜補足説明＞
自動車を常に良好な状態で維持するためにお客さまの責任において、必要な点検
整備を行うことが法律で義務づけられています。たとえばエンジンオイルはエン
ジンの潤滑、冷却、錆の防止などの性能を維持するために大切な役割を果たして
いますが、少しずつ汚れたり、劣化していきますので、そのままお車を使用し続
けた場合エンジンの焼き付きの原因になる場合があります。このように適切な点
検・整備が実施されていないことに起因する不具合については保証修理の対象と
いたしません。必要な点検整備項目については、メンテナンスノートに記載して
ありますので、必ず実施のうえ、その結果をメンテナンスノートに記録してくだ
さい。メンテナンスノートは大切に保管いただき、保証修理をお申し出の際は必
ず本保証書とともにご提示ください。
②通常の注意で発見・処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大し
た不具合
＜補足説明＞
たとえば日常点検時に、冷却水やオイル漏れなどを発見したり走行時に異常な現象
（音、振動等）を感知したにもかかわらず、速やかに日産販売会社へ入庫せず、そ
のまま使用し続けたために拡大した不具合などがこれに当たります。
③保守もしくは整備の不備または間違いに起因する不具合
④純正部品および指定する油脂類（オイル、ブレーキフルード、オートマチッ
クトランスミッションフルード、燃料等）以外の使用に起因する不具合
＜補足説明＞
この保証は、純正部品や指定する油脂類などを適切に使用されていることを前提と
して自動車の品質を保証するものです。したがって、純正部品以外のものを使用し
たり、純正であってもこの自動車用でないものを使用した場合またはメンテナンス
ノートや取扱説明書で指定する油脂類以外のものを使用した場合は、本来の性能を
発揮できなかったり耐久性をそこなったりすることがあります。
（例）
◆ 日産指定以外のオートマチックトランスミッションフルードを使用したため、変
速ショックが出るようになった。
◆ 日産指定以外のエンジンオイルフィルターを使用したため、フィルターが詰まり、
ベアリング類が焼き付いた。
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⑤取扱説明書に記載している取扱方法とは異なる不適切な使用、仕様の限度を
超える酷使（レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、
乗員定員超過、走行速度超過等）に起因する不具合
＜補足説明＞
取扱説明書に記載してある使用方法と異なる不適切な使用、仕様の限度を超える酷
使に起因する不具合とは、以下のような例をいいます。
（例）
◆ 一般に自動車が走行しない場所（オフロード等）での走行、レース、ラリー等で
の使用に起因する不具合
◆最大積載量を超える荷物を積載したためにシャシースプリングに生じたへたり
◆ 高速走行時、取扱説明書に記載されているギヤの許容限度を超えて使用したこと
により、エンジンが過転回となり、エンジンに生じた不具合

⑥対象車両の製造会社、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社または
対象車両の製造会社が指定する販売会社もしくはサービス工場以外の者が取
り付けた部品（架装、補修、改造等がされた部品を含みます。）に起因する不
具合
＜補足説明＞
法に違反する改造はもちろんのこと、対象車両の製造会社、日産モータースポーツ＆
カスタマイズ株式会社または対象車両の製造会社が指定する販売会社もしくはサー
ビス工場以外の者が取り付けた部品（架装、補修、改造等がされた部品を含みます。）
につきましては保証修理をいたしませんので、当該架装等を行ったところへご相談
ください。
⑦道路運送車両法の保安基準に適合しない自動車に生じた不具合
＜補足説明＞
たとえば、法令に違反する改造を行った自動車や保証期間内に到来する継続車検を
受検しない（いわゆる「車検切れ」）自動車に発生した不具合などがこれに当たり
ます。

（2） 次に示す現象など、不具合と認められないものは保証修理いたしません。
①使用損耗または経年変化により発生する現象（塗装面、メッキ面、内外装部品、
ゴム樹脂部品等の自然退色・劣化・磨耗等、室内やライト類等への雨漏れや
水浸入等、マフラー等の腐食・錆、クラッチのすべり・がたつき（ジャダ）等）
＜補足説明＞
自動車を構成する部品の中には、走行や作動を繰り返すことにより徐々に消耗する
もの（例：クラッチディスク）があります。また、ブレーキパッドのように、その
部品自体が消耗しながら機能を果たす部品、使っただけで確実に消耗する部品、エ
ンジンオイルや冷却水のように潤滑や冷却などの目的で各部に使用されている油脂
類は自動車の使用により確実に消耗・劣化していきます。
また、ボデー外板の塗装面や車室内のパネル面などは錆が発生したり、つやが徐々
に無くなったり色あせていきます（マフラーの錆や内外装ゴム部品の劣化なども含
まれます。）。
これらのような通常の走行や作動による消耗や時間の経過とともに状態が変化する
現象は保証修理いたしません。
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②一般に、自動車の品質・機能に影響がないことが認められている感覚的な現
象（操作フィーリング、異音、振動、滴下をともなわないオイルのにじみ等）

③予防整備や、ドアミラー等の片側故障時における左右交換等の整備
＜補足説明＞
音や振動は車の異常から発生する場合もありますが、正常な作動で生じる品質・機
能上問題のないものもあります。たとえばブレーキを踏んだ時に発生する音でも、
摩擦面の状態により発生する機能上問題のない音（これを一般にブレーキ鳴きとい
います。）があります。また、オイルシールやパッキン周辺からのオイルにじみも、
それ以上進行しない正常な範囲（例：駐車場にオイルの滴下がない）のにじみがあ
ります。このような品質・機能上問題がない感覚的な現象は保証修理いたしません。
品質・機能上問題がないかどうかについては、お気軽に日産販売会社または日産指
定サービス工場にご相談ください。

（3） 次に示す不具合は外的要因によるものであり、材料上または製造上
の不具合ではありませんので保証修理いたしません。

①煤煙、薬品、鳥糞、オイル、酸性雨、石はね、鉄粉、降灰、ほこり、ちりお
よび塩分等の外部要因に起因する不具合
＜補足説明＞
たとえば、走行中の石はねなどによるガラスのヒビ、ボデーの傷つき、鳥の糞や酸
性雨が付着したまましばらく放置していたために発生した塗装の変色などが外部要
因に起因する不具合に当たります。
②地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風害、水害、その他天災に起因す
る不具合
③使用上の破損、事故、火災、落雷、破裂、衝突、爆発または外部からの物体
の落下、飛来もしくは転倒等の偶然かつ外来に起因する不具合
④核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質によって汚染され
た物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性
またはこれらの特性による事故に起因する不具合
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事
変または暴動（群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地
区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を
いいます。）に起因する不具合

（4）次に示すものの費用は負担いたしません。
①消耗部品および油脂類などの交換・補充費用
＜補足説明＞
消耗部品および油脂類などは通常の使用において消耗・劣化していきます。これら
消耗・劣化に伴う交換や補充の費用についてはお客さまにご負担していただきます。
②法ならびに日産自動車が指定する点検整備および定期交換部品の費用（中古
車 1か月または 1,000km無料点検の点検項目を除きます。）
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＜補足説明＞
自動車は使用過程における消耗・劣化の避けられない製品です。したがいまして、
使用状況に応じた適切な点検整備および法で定める日常点検、定期点検整備等を確
実に行う必要があります。また、いつまでも安全で快適にお乗りいただくために、
定期的に交換することを定めた部品があります。これら定期点検整備や定期交換部
品の費用についてはお客さまにご負担いただきます。
③自動車が使用できなかったことによる不便さおよび損失など（電話代、交通
費、タクシー代、レンタカー代、けん引代、宿泊代、休業補償、商機逸失の
補償、納車・引取費用等）
＜補足説明＞
保証修理に相当する不具合が生じ、その不具合により自動車を使用できない期間の
不便さを補うために生じたレンタカーの費用や商機逸失などの費用は補償いたしま
せん。
④日産販売会社または日産指定サービス工場以外での修理費用
＜補足説明＞
保証期間内で保証修理に相当と思われる不具合修理についても日産販売会社および
日産指定サービス工場以外で修理された場合には、その費用を負担いたしません。
⑤自動車のメーカー保証または整備保証の対象となる修理費用
⑥自動車製造会社がリコール、改善対策またはサービスキャンペーンを行った
後の、当該措置の原因となった部位にかかる自動車の修理費用
⑦保証対象外部品についての修理費用
⑧保証対象部品の不具合によって付随的に発生した以下の部品に関する費用
・本保証加入後に取り付けられた部品
・対象車両の製造会社、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社また
は対象車両の製造会社が指定する販売会社もしくはサービス工場以外の者
が取り付けた部品（架装、補修、改造等がされた部品を含みます。）
・交換時期が到来している定期交換部品、消耗部品、油脂類等
・既存する錆、腐食、過去の整備不良、外因等の原因により再使用不可な部
品等

⑨雨漏り、水浸入に起因する修理費用
＜補足説明＞
雨漏りや水浸入を原因とする不具合（例：ライト類等への水浸入）は、保証修理さ
れません。
⑩保証期間の開始以前に故障原因が発生した場合の修理費用
⑪ホイールのバランス、アライメント等の調整費用および点検・清掃費用
⑫自動車の部品に含まれるコンピューター、ソフトウエア、マイクロプロセッ
サー等の集積回路またはこれらの類する部品が日付または時刻を正しく認識、
処理、区別、解釈または受入できない場合の修理費用
⑬ナビ、オーディオ、ETC等のコンピューター等の記録媒体に記録されている
プログラム、データその他これらに準じるもの
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6．保証の発効
本保証書は自動車をお買い上げいただいた日産販売会社が、お客さまの
お名前、ご住所、自動車の車台番号、登録番号、納車日、販売会社名等
の必要事項を記入および捺印することにより発効いたします。
＜補足説明＞
必要事項の記入のない場合や偽りの記入がある場合、本保証書は無効となります。

7．保証の失効
この保証は次の条件を満たすときに効力を失うものとします。
①「4. 保証期間」に示す保証期間が満了したとき
②自動車の譲渡等により、本保証書に記載されているお客さまが本保証書に記
載されている自動車の使用者でなくなったとき。ただし、次のお客さまとの
関係における譲渡等の場合は、1回限りにつき効力を失いません。
・配偶者　・親、子　・同居の親族（6親等以内の血族、および、3親等以内
　の姻族）
③本保証に記載されている自動車が日本国外へ持ち出されたとき
④「4. 保証期間」に示す保証期間中に以下の車両に変更されたとき
・車検証上の「自家用・事業用の別」欄が「事業用」である車両
・レンタカー
・道路運送車両法などの法令に違反する改造が行われた車両
・特殊車両
・特種用途自動車（「キャンピング車」、「身体障がい者輸送車」および「車い
す移動車」を除きます。）

8．保証書の再発行
保証書に記載されているお客さまが保証書を紛失または破損した場合に
は、保証期間内であれば保証書の発行を受けたお客さまであることを確
認したうえで、保証書を再発行いたします。お買い上げいただいた日産
販売会社へご相談ください。ただし、保証書の再発行を申し出たお客さ
まが保証書の発行を受けたお客さまであることを確認できない場合また
ははじめから保証書が発行されていなかった場合や、保証書およびメン
テナンスノートの残っていない自動車を取得された場合には、保証書の
再発行はお断りいたします。

＜個人情報の取扱いについて＞
弊社ではお客さまの個人情報を重要なものと認識し、その取扱いにつきましては細心
の注意を払っています。保証書にご記入頂きました個人情報につきましては、ご本人
の承諾なしに弊社および本保証に関係する会社（弊社関連会社、日産自動車、日産販
売会社、日産フィナンシャルサービス、損害保険ジャパン、マーシュジャパンのうち、
お客様への保証のために開示が必要な会社）以外のいかなる第三者にも提供または開
示致しません。
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9．ワイド保証プレミアム特約（有償）
ワイド保証プレミアム（有償）（以下「本特約」といいます。）の保証期
間（以下「ワイド保証プレミアム期間」といいます。）中につきましては
本特約が適用されます。
（1）ワイド保証プレミアム（有償）
本特約にご加入いただいた方は、ワイド保証期間終了後もワイド保証プ
レミアム期間中は本特約にしたがって保証修理を受けることができます。

（2） 保証限度額
ワイド保証プレミアム期間中の保証修理は、ワイド保証プレミアム期間
中の保証修理費相当額の累積額が、保証書に記載された車両本体価格（税
抜）の 80％に達するまでといたします。ワイド保証プレミアム期間中
の累積保証修理費相当額が車両本体価格（税抜）の 80％を超えた場合は、
当該超過分はお客さまのご負担となり、本特約はその時点で失効いたし
ます。

（3） 保証の解約
1）ご加入いただいた本特約は任意解約することはできません。ただし、
ワイド保証プレミアム期間の開始日より前に以下の事由が発生し、か
つ、本特約の対象となる車両（以下「本自動車」といいます。）をご購
入いただいた日産販売会社にお客さまにより解約の申し入れがあった
場合は解約することができます。
①本自動車が全損（盗難を含みます。）または廃車となった場合
②本自動車が他に販売または譲渡された場合
③ワイド保証が「7．保証の失効」により失効した場合

2）前記にしたがって解約となった場合、お客さまより頂戴した保証料
から解約手数料として 3,000円＋消費税（加入時に適用された税率に
よります。）を控除した金額を解約返戻金としてお支払いいたします。

（4） 保証書記載事項の適用
上記特約条項に記載のない事項につきましては保証書記載の保証条件を
適用いたします。
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特別保証部品

エンジン機構
シリンダーヘッド
ロッカーカバー
シリンダーブロック
オイルパン
バルブ機構主要部品
クランクシャフト
コネクティングロッド
ピストン
フライホイール
オイルポンプ
タイミングベルト
ICレギュレータ
イグナイター
（マニホールド、エキゾーストパイプ、マフラー、
燃料装置、冷却装置、始動装置、充電装置を除く）

排出ガス装置
EGRコントロールバルブ
触媒コンバータ
（触媒コンバータ遮熱板を除く）

動力伝達機構
トルクコンバーター
マニュアルトランスミッション
オートマチックトランスミッション
トランスアクスル
ドライブシャフト
プロペラシャフト
ユニバーサルジョイント
デファレンシャルキャリア
ドライブピニオン＆リングギヤ
デファレンシャルケース
ピニオン＆サイドギヤ
（クラッチカバー、クラッチディスクを除く）

サスペンション・アクスル
サスペンションアーム
アクスルケース
アクスルシャフト
ホイールハブ
ストラットAssy
ショックアブソーバー
スタビライザー
（スプリング、ホイルキャップを除く）

ステアリング機構
ステアリングシャフト
ステアリングコラム
ステアリングジョイント
ステアリングラック＆ピニオン
ステアリングギアボックス
パワーステアリングポンプ
ピットマンアーム
タイロッド
ナックル
（ステアリングホイール、ホーンボタンを除く）

電子制御部品
電子式エンジン集中制御装置
電子制御キャブレター
電子制御オートマチックトランスミッション
電子制御パワーステアリング
フルオートエアコンコンピュータ
ABSコンピュータ
SRSエアバックコンピュータ
（エアコン、センサー類、リレー類、ワイパーアンプ、
パワーウインドウアンプを除く）

乗員保護装置
シートベルト
エアバッグ
（シートベルトタイマーを除く）

（新車の保証部品に準じます。）

その他の部品
その他の部品
12Vバッテリー

 ※輸入車、ワイド保証プレミアムは対象外となります。
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主な保証対象外部品一覧

消耗部品
エアクリーナーエレメント
オイルフィルター
フューエルフィルター
Vベルト類
スパークプラグ
ブラシ
ブレーキパッド
ブレーキライニング
ヒューズ
各種電球
（ハロゲンランプ、キセノンヘッドランプ、シール
ドビームを除く）
ワイパーブレード
ロングライフ撥水ガラス

その他上記部品に類するもの

油 脂 類
エンジンオイル
トランスミッションギヤオイル
オートマチックトランスミッションオイル
CVTオイル
デファレンシャルギヤオイル
ステアリングギヤオイル
パワーステアリングフルード
クラッチフルード
ブレーキフルード
各種グリース、および潤滑剤
不凍液、および防錆剤
12Vバッテリー液
ウインドウオッシャー液
クーラーガス
ガソリン、軽油、LPG

その他上記部品に類するもの

注：ここに記載している保証部品、および消耗部品・油脂類は、代表的な部品のみを示しています。
また、エンジンオイルやタイミングベルトなど、期間ごと、あるいは走行距離ごとに、定期的に整備・交
換が必要なものもあります。
詳しくは、お買い上げまたは最寄の日産販売会社までお問い合わせください。
なお、定期点検整備時に交換する定期交換部品については保証対象外となります。

ボディ内外装部品
ボディパネルと構成部品
幌およびサンルーフ（電動開閉機構のスイッチ・モー
ターを除く）
ドアヒンジ・チェッカー
ウインドガラス類
バンパー・モール
ランチャンネル
ウェザースプリット類
フィニッシャー類
エンブレムオーナメント類
インストルメントパネル構成部品
コンソール構成部品
シート（電動シートのスイッチ・モーターを除く）
ドアトリム
ヘッドライニングクロス
フロアーカーペット
レンズ類（パッキン、ガスケット含む）
等

（注）ボディ内外装部品とは、お客さまが直接触れ
られる範囲の部品、および常に外気に直接接
している範囲の部品をいいます。

そ の 他
タイヤ・チューブ・ホイル・ホイルキャップ




